
※目黒法人会広報委員会では表紙用写真等を公募しています。次号は7月10日発行予定。

目黒法人会は、目黒税務署管内の企業及び目黒法人会の事業に賛助する
方々が会員となり、“税”を中心に地域企業の健全な発展、地域社会への
貢献を目的として活動しています。

目黒法人会は「消費税期限内完納」を推進しています。
IUUQ���XXX�UPIPren�Pr�KQ�meHurP�
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みんなで築こう豊かな社会
～輝く目黒～よき経営者の団体

目黒法人会 HP
はこちらから

No.199

４
月
号

4
April 2024

広報 SHII-NO-KI

目黒の歳時記
吞川緑道の桜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
吞川の暗渠の土手に植えられた約３００本の桜が道路を覆うように枝を広げる光景が
堪能できる。春の花の時期には多くの人の目を楽しませ、夏には散歩を楽しむ人などに
木陰を提供する。
下流部の区間は遊歩道として整備され、通勤通学や散歩など日常の生活通路として利
用されている。

写真提供：第 8支部　横山 正 氏
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 2目黒区内小学生の作品    　　 いい国を　一緒に作ろう　その税で 　　

目黒税務署からのお知らせ
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� 目黒区内小学生の作品    　　 国税を　納めて芽生える　責任感 　　
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（注）納税通知書は 6月 3日（月）に発送予定です。

縦覧期間 令和６年 4月 1日（月）から 7月 1日（月）まで（土・日・休日を除く。）

縦覧時間 午前 8時 30分から午後 5時まで

縦覧場所 土地・家屋が所在する区にある都税事務所

縦覧できる方 令和 6年 1月 1日現在、23区内に土地・家屋を所有する納税者の方

縦覧できる内容 所有資産が所在する区で課税されている土地・家屋の価格など(縦覧帳簿）

必要書類

納税者本人であることを証明できるもの
※運転免許証、旅券（パスポート）等、官公署が発行した顔写真付きの書類であれば１種
類の提示、それ以外の書類は複数の提示が必要です。詳細は東京都主税局のホームペ
ージをご覧いただくか、土地・家屋が所在する区にある各都税事務所にお問い合わせ
ください。

主税局 HP（縦覧について） 主税局 HP（本人確認方法について）

東京都主税局では、本人へのなりすましなどにより、不正な目的で公簿の閲覧及び証明の申請を
行うことを防止し、納税者の皆様の個人情報保護を図るために、縦覧時の本人確認等を厳格に行
っております。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

※縦覧制度の詳細は、縦覧制度の詳細は、
主税局ホームページをご覧ください。

都税がスマホ決済アプリで納付できます
💡💡 いつでもどこでも簡単にスマホで納税ができます。
💡💡 スマートフォン決済アプリの「請求書の支払いサービス」で

納付書のバーコードを読み取るだけで納税ができます。
💡💡 手数料はかかりません。

注意事項
■領収証書は発行されません。
■納付手続完了後に納付を取り消すことはできません。
■バーコードのない納付書や汚損によりバーコードが
読み取れない納付書はお使いいただけません。
主税局 HPで詳細をご確認の上、ご利用ください。

利用できるアプリ

目黒都税事務所からのお知らせ

目黒区内小学生の作品    　　 消費税　支払う僕も　納税者 　　

目黒都税事務所からのお知らせ
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＜申込・お問合せ＞
■目黒区男女平等・共同参画センター
　〒 153-0061　目黒区中目黒 2-10-13　中目黒スクエア内
■休館日　月曜日 ･年末年始 　■電話 03（5721）8570　 ■ FAX 03（5721）8574
■ URL　https://www.city.meguro.tokyo.jp/jinkenseisaku/shisetsu/bunkakouryuu/danjo.html

目黒区内小学生の作品    　　 守ろうよ　ぼくらのくらし　税金で 　　

対象企業等
　目黒区内に事業所を置き、常時雇用する従業員の数が
300 人以下の企業やその団体

事業内容・申込期間
●対象費用　1事業所につき 3万円以内
　目黒区内の中小企業や商工団体が実施するワーク・ライフ・バランス推進啓発講座、研修会等
で講師に支払う講師料（ご希望があれば講師探しもお手伝いできます）。
　※令和６年度の申込期限は、令和７年２月２８日です。

申請書類
●以下（１）～（４）の書類をご用意の上申請してください
（１）研修会講師料助成申請書
（２）研修会等見積書
（３）記載事項全部証明書など事業所の所在地が分かるもの
（４）当日の研修会や講師のプロフィールが分かるもの
　　※書類審査後の交付決定。追加書類の提出をお願いする場合があります。
　　※講師探しのお手伝いを希望される場合は、実施予定の１か月以上前にご相談ください。
　　※予算がなくなり次第終了となりますのでご了承ください。

申込要件
　労働関係法令に重大な違反がないことやその他法令上または社会通念上ふさわしくないと判
断される事由がないことのほか、ワーク ･ライフ・バランス推進に取り組むことが必要です。

申込方法
　申請書類を目黒区男女平等・共同参画センターに郵送または持参によりお申し込
みください。申請書はホームページからダウンロードできます。

（QRコード）

よりよいワーク・ライフ・バランスを実現したい企業家の皆さん

研修会等の講師謝礼を助成します！
　よりよいワーク・ライフ・バランス実現に向けて、「ワーク・ライフ・バランス推進のための
研修会等の講師料助成制度」を活用して組織を活性化しませんか。
　ワーク・ライフ・バランスを推進している事業所は、「働きやすい」「業績が向上している」
という評判が生まれ、優秀な人材が集まり、更なる事業の発展が期待できます。

区役所だより
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 �目黒区内小学生の作品    　　 あちこちで　みんなの税金　役に立つ 　　

準備を
進めましょう！

特集
令和６年に施行される

法改正のポイント
　令和６年がスタートします。今年も重要な労働関係法令の改正がいくつかあります。
ここでは主な改正点を解説します。自社に必要な対策の準備を進めましょう。

４
月
転
勤
範
囲
等
の
明
示

労
働
条
件
の
明
示
ル
ー
ル
が
変
わ
り
ま

す
。
労
働
基
準
法
で
は
、
雇
い
入
れ
時
に
一

定
の
労
働
条
件
を
明
示
す
る
こ
と
を
義
務

付
け
て
い
ま
す
。

「
就
業
場
所
」
と
「
業
務
内
容
」
は
、
異

動
な
ど
に
よ
り
途
中
で
変
わ
る
こ
と
が
あ

る
と
し
て
も
現
在
は
雇
い
入
れ
直
後
の
就

業
場
所
と
業
務
内
容
を
記
載
す
る
だ
け
で

よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
改
正
後
は
、
将
来
の
配
置
転
換
な

ど
に
よ
っ
て
変
わ
り
う
る
就
業
場
所
の
範

囲
と
業
務
内
容
の
範
囲
も
記
載
す
る
こ
と

が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。

厚
生
労
働
省
が
示
し
た
労
働
条
件
通
知

書
の
見
本
で
は
、
就
業
場
所
と
業
務
内
容
に

つ
い
て
「
雇
い
入
れ
直
後
」
と
「
変
更
の
範

囲
」
に
分
け
て
記
載
欄
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。就

業
場
所
と
業
務
内
容
を
一
定
範
囲
に

限
定
し
て
い
る
場
合
、
た
と
え
ば
図
２
の
よ

う
な
記
載
方
法
が
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

就
業
場
所
や
業
務
内
容
が
限
定
さ
れ
て
い

な
い
場
合
は
、
変
更
の
範
囲
は
「
会
社
の
定

め
る
場
所
」
「
会
社
の
指
示
す
る
業
務
」
な

ど
包
括
的
な
表
現
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

４
月

労働基準法
労働契約法

･採用直後だけでなく将来の就業場所や業務の
変更範囲も事前に明示することを義務化
･無期転換申込の機会や無期転換後の労働条件
について書面で明示することを義務化

労働基準法 専門業務型裁量労働制を適用する際に本人の
同意が必要に

労働基準法 時間外労働の上限規制の適用猶予期間が終了
し、建設事業、自動車運転業務、医師などにも
上限規制の適用開始

障害者雇用促進
法

･週 10 時間以上 20 時間未満の短時間労働者で
ある一定の障害者を実雇用率にカウント
･ 障害者雇用率を 2.3％⇒ 2.5％に

労働基準告示 トラック・バス・タクシーなどの運転者の拘束
時間をこれまでより短く、休息期間を長く設定

10
月

年金改革法 50 人超の企業で働く短時間労働者も社会保険
の適用対象に

図１：令和６年より施行される法改正

図 2：労働条件の明示のイメージ
﹁
変
更
の
範
囲
﹂は
、勤
務
地
限
定

社
員
な
ど
に
限
ら
ず
、す
べ
て
の
労

働
者
に
つ
い
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。労
働
契
約
の
締
結
と
有

期
労
働
契
約
の
更
新
の
タ
イ
ミ
ン
グ

ご
と
に
明
示
が
必
要
で
す
。

令
和
６
年
４
月
以
降
に
締
結
さ
れ

る
労
働
契
約
が
対
象
で
す
。
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� 目黒区内小学生の作品    　　 納税は　みんなでできる　助け合い 　　

４
月
無
期
転
換
に
関
す
る
明
示

有
期
契
約
労
働
者
の
労
働
条
件
の
明
示

ル
ー
ル
も
変
わ
り
ま
す
。
「
無
期
転
換
制

度
」
に
関
す
る
明
示
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。

無
期
転
換
制
度
と
は
、
同
じ
企
業
（
使
用

者
）
と
の
間
で
、
有
期
契
約
が
５
年
を
超
え

て
更
新
さ
れ
た
場
合
に
、
有
期
契
約
労
働
者

か
ら
申
し
込
み
が
あ
っ
た
と
き
、
無
期
契
約

に
転
換
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
す
。

無
期
転
換
制
度
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
し

ば
ら
く
経
ち
ま
す
が
、
一
層
の
周
知
徹
底
を

図
る
た
め
労
働
条
件
の
明
示
に
関
し
て
次

の
内
容
が
改
正
さ
れ
ま
す
。

①
有
期
契
約
の
更
新
上
限
の
明
示

②
無
期
転
換
申
込
機
会
の
明
示

③
無
期
転
換
後
の
労
働
条
件
の
明
示

一
つ
ず
つ
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

①
更
新
上
限
を
明
示
す
る

有
期
契
約
の
「
更
新
上
限
の
有
無
」
と
、

上
限
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
「
内
容
」
の
明

示
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
内
容
と
は
「
通
算

契
約
期
間
〇
年
ま
で
」
「
更
新
〇
回
ま
で
」

と
い
っ
た
も
の
で
す
。
新
た
に
有
期
契
約
を

締
結
す
る
と
き
だ
け
で
な
く
、
契
約
更
新
を

す
る
と
き
に
も
明
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

②
無
期
転
換
を
申
し
込
む
こ
と
が

で
き
る
旨
を
明
示
す
る

無
期
転
換
を
申
し
込
む
権
利
が
発
生
し

た
と
き
は
、
無
期
転
換
の
申
込
が
で
き
る
旨

の
明
示
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

③
転
換
後
の
労
働
条
件
を
明
示
す
る

有
期
契
約
を
無
期
転
換
し
た
場
合
、
例
え

ば
定
年
を
設
け
る
な
ど
そ
れ
ま
で
と
労
働

条
件
を
変
更
す
る
必
要
が
生
じ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
有
期
契
約
の
者
が

無
期
転
換
を
申
し
込
ん
だ
場
合
に
、
ど
の
よ

う
な
労
働
条
件
で
働
く
こ
と
に
な
る
の
か

を
明
示
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

②
と
③
の
明
示
は
、
無
期
転
換
の
権
利
が

発
生
し
た
と
き
か
ら
、
有
期
労
働
契
約
を
更

新
す
る
度
に
お
こ
な
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
他
、
有
期
契
約
に
つ
い
て
更
新
の
上

限
を
新
た
に
設
け
る
と
き
、
ま
た
は
短
縮
す

る
と
き
は
あ
ら
か
じ
め
そ
の
理
由
を
労
働

者
に
説
明
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま

す
。

４
月
週
10
時
間
以
上
働
く
障
害
者

も
実
雇
用
率
に
カ
ウ
ン
ト

実
雇
用
率
の
算
定
対
象
と
な
る
障
害
者

の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
ま
す
。

障
害
者
雇
用
率
制
度
で
は
、
事
業
主
に
対

し
、
従
業
員
の
一
定
割
合
以
上
の
障
害
者
の

雇
用
を
義
務
付
け
て
い
ま
す
（
図
３
参
照
）
。

障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
カ
ウ
ン
ト
に

お
い
て
は
、
重
度
身
体
障
害
者
・
重
度
知
的

障
害
者
は
１
人
を
２
人
分
と
し
て
カ
ウ
ン

ト
し
、
短
時
間
労
働
者
（
週
の
労
働
時
間
が

20
時
間
以
上
30
時
間
未
満
）
は
0.5
人
分
と
し

て
カ
ウ
ン
ト
し
ま
す
。

現
在
、
雇
用
義
務
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

の
は
、
週
所
定
労
働
時
間
が
20
時
間
以
上
の

障
害
者
で
す
が
、
４
月
以
降
は
、
週
の
所
定

労
働
時
間
10
時
間
以
上
20
時
間
未
満
の
「
精

神
障
害
者
」
、「
重
度
身
体
障
害
者
」
、「
重

度
知
的
障
害
者
」
に
つ
い
て
も
、
雇
用
率
に

お
い
て
0.5
人
分
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
（
図
４
参
照
）
。

労
働
条
件
の
明
示
を
怠
っ
た
場
合
は
、

労
働
基
準
法
で
罰
則（
30
万
円
以
下

の
罰
金
）も
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

４
月
ま
で
に
社
内
の
労
働
条
件
通
知

書
の
書
き
換
え
な
ど
、忘
れ
ず
準
備

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

図３：雇用すべき障害者数の計算方法

（常用労働者数＋短時間労働者数× 0.5）×法定雇用率

※�週の所定労働時間が30時間以上の人を常用労働者、20
時間以上 30 時間未満の人を短時間労働者と言います。

※計算結果の小数点以下は切り捨てます。

週所定
労働時間 30 時間以上 20 時間以上

30 時間未満
10 時間以上
20時間未満

身体障害者 1 0.5 －

重度 2 1 0.5

知的障害者 1 0.5 －

重度 2 1 0.5

精神障害者 1 0.5 ※ 0.5

図４：雇用率制度における算定方法（青枠を追加）
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手
当
が
増
え
て
も
社
会
保
険
料

は
増
え
な
い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト

が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
特

例
的
な
取
り
扱
い
は
最
大
２
年
間
の
措
置

と
な
る
予
定
で
す
。

現
在
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
へ
の
社
会
保
険

の
適
用
拡
大
が
段
階
的
※
１
に
お
こ
な
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
に
よ
っ
て

は
保
険
料
負
担
に
よ
っ
て
手
取
り
収
入
が

減
る
こ
と
か
ら
加
入
し
た
が
ら
な
い
人
も

い
る
よ
う
で
す
。

そ
こ
で
政
府
は
、
社
会
保
険
の
加
入
に
あ

た
り
、
手
取
り
収
入
を
減
ら
さ
な
い
よ
う
事

業
主
が
手
当
を
支
給
し
た
場
合
は
、
「
社
会

保
険
適
用
促
進
手
当
（
社
保
手
当
）
」
と
し

て
特
例
的
な
取
り
扱
い
を
す
る
こ
と
を
決

め
ま
し
た
。

※
１

現
在
１
０
１
人
以
上
規
模

社
会
保
険
適
用
促
進
手
当
と
は

通
常
、
手
当
を
支
給
し
た
場
合
は
標
準
報

酬
月
額
の
算
定
に
含
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
手
当
の
額
に
応
じ
て
社
会
保
険
料
も

増
え
る
仕
組
み
で
す
。

今
回
政
府
が
打
ち
出
し
た
「
社
保
手
当
」

は
、
標
準
報
酬
月
額
の
算
定
に
含
め
な
く
て

よ
い
と
い
う
も
の
で
す
。
つ
ま
り
手
当
が
増

え
て
も
社
会
保
険
料
が
増
え
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。

た
と
え
ば
、
年
収
１
０
６
万
円
の
人
に
本

人
負
担
の
社
会
保
険
料
と
同
額
の
手
当
（
年

額
約
16
万
円
）
を
支
給
す
る
と
、
手
当
が
増

え
た
こ
と
に
よ
り
社
会
保
険
料
が
さ
ら
に

２
万
円
ほ
ど
ア
ッ
プ
し
て
年
額
約
18
万
円

と
な
り
ま
す
。

し
か
し
こ
れ
を
「
社
保
手
当
」
と
し
て
支

給
し
た
場
合
は
、
社
会
保
険
料
が
労
働
者
負

担
・
会
社
負
担
と
も
ア
ッ
プ
し
な
い
の
で
す
。

こ
れ
は
「
年
収
の
壁
・
支
援
強
化
パ
ッ

ケ
ー
ジ
」
の
１
つ
と
し
て
期
間
限
定
で
設
け

ら
れ
た
特
例
措
置
で
す
。
最
大
２
年
間
の
措

置
と
な
る
予
定
で
す
。

手
当
は
い
く
ら
で
も
い
い
？

社
保
手
当
と
し
て
標
準
報
酬
月
額
の
算

定
か
ら
除
外
で
き
る
の
は
、
社
会
保
険
適
用

に
と
も
な
い
新
た
に
発
生
し
た
本
人
負
担

分
の
保
険
相
当
額
ま
で
で
す
。

厚
生
労
働
省
の
計
算
例
※
２
で
は
除
外
で

き
る
上
限
は
左
表
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。

目黒区内小学生の作品    　　 考えよう　これからの日本　税の使途 　　目黒区内小学生の作品    　　 子供でも　しっかり知ろう　使い道 　　

４
月
障
害
者
雇
用
率
の
引
き
上
げ

４
月
１
日
よ
り
、
民
間
企
業
の
法
定
雇
用

率
が
2.3
％
か
ら
2.5
％
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま

で
従
業
員
数
43
．5
人
※
以
上
の
企
業
は
障
害

者
を
１
人
以
上
雇
用
す
る
必
要
が
あ
り
ま

し
た
が
、
こ
の
改
正
に
よ
り
従
業
員
数
40
人

※
以
上
の
企
業
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
一
部
業
種
で
は
除
外
率
が
設
定
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
よ
り
多
く
な
り
ま
す
。

10
月
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
社
会

保
険
、51
人
以
上
の
企
業

も
義
務
化

以
下
の
要
件
を
満
た
す
パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
に
つ
い
て
、
段
階
的
に
社
会
保
険
の
加

入
が
義
務
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
従
業

員
数
１
０
１
人
以
上
の
企
業
が
対
象
で
す

が
、
10
月
以
降
は
51
人
以
上
の
企
業
も
対
象

と
な
り
ま
す
。

・
週
の
所
定
労
働
時
間
20
時
間
以
上

・
月
額
賃
金
８
万
８
千
円
以
上

・
２
ヶ
月
を
超
え
る
雇
用
見
込
み

・
学
生
以
外

社
会
保
険
料
の
負
担
が
増
え
る
こ

と
に
な
る
た
め
対
象
者
を
洗
い
出
し

て
試
算
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

対
象
と
な
る
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
に

事
前
に
説
明
し
て
お
く
こ
と
も
大
切

で
す
。

A

社会保険

保険料で手取りが減る分をカバー

「社会保険適用
促進手当」とは

パートタイマーを社会保険に加入させるにあたり、保険料で手取りが減る分を
カバーできるよう賃上げや手当の支給を検討しています。「社会保険適用促進
手当」の支給が得だと聞きましたが、他の手当と何がちがうのでしょうか。
Q

す
っ
き
り

わ
か
る
。

標準報酬
月額 8.8 万円 9.8 万円 10.4 万円

上限額
（年額）

15.9 万
円

17.7 万
円 18.8 万円

※２ �厚生年金保険料率 18.3％、健康保険
料率（協会けんぽの全国平均）10.0％、
介護保険料率 1.82％で計算していま
す。健康保険料率は都道府県や保険
者によって変わります



number199  2024 | SHII-NO-KI 

9

な
お
、
標
準
報
酬
月
額
の
15
％
以
上
分
を

追
加
支
給
し
た
場
合
は
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

助
成
金
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

（
社
保
手
当
に
限
ら
ず
所
定
労
働
時
間
の

延
長
な
ど
で
も
助
成
金
の
対
象
と
な
り
ま

す
）
。

対
象
は
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
み
？

社
保
手
当
と
し
て
特
例
的
な
取
り
扱
い

が
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
標
準
報
酬
月
額
が

10
．４
万
円
以
下
の
者
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
新
た
に
社
会
保
険
に
加
入
す

る
人
だ
け
で
な
く
、
公
平
性
を
考
慮
し
て
同

じ
条
件
で
働
く
、
す
で
に
社
会
保
険
が
適
用

さ
れ
て
い
る
他
の
労
働
者
に
も
手
当
を
支

給
す
る
場
合
は
対
象
と
な
り
ま
す
※
３
。

※
３  

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
に
つ
い
て

は
、
令
和
５
年
10
月
以
降
に
社
会
保

険
の
資
格
を
新
た
に
取
得
し
た
労
働

者
が
対
象
。

複
数
月
分
を
ま
と
め
て
支
給
し
て
も

い
い
？

支
給
の
タ
イ
ミ
ン
グ
や
方
法
は
そ
れ
ぞ

れ
の
事
業
主
は
決
め
て
よ
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
毎
月
支
払
っ
て
も
、
複
数
月
分
を
ま

と
め
て
支
払
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
ど
の
よ
う
に
支
給
す
る
場
合
で

も
標
準
報
酬
月
額
等
の
算
定
か
ら
除
外
す

る
こ
と
に
つ
い
て
後
で
確
認
で
き
る
よ
う

「
社
会
保
険
適
用
促
進
手
当
」
の
名
称
を
使

用
し
て
ほ
し
い
と
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
毎
月
支
払
う
場
合
は
割
増
賃
金
の

算
定
基
礎
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

就
業
規
則
の
変
更
は
必
要
？

社
保
手
当
を
支
給
す
る
場
合
、
就
業
規
則

（
ま
た
は
賃
金
規
程
）
の
変
更
が
必
要
で
す
。

労
働
者
の
過
半
数
代
表
者
の
意
見
書
を
添

付
し
て
変
更
後
の
就
業
規
則
を
労
働
基
準

監
督
署
に
届
け
出
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

期
間
限
定
の
特
例
措
置
の
た
め
、
就
業
規

則
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
一
定
期
間
に
限

り
支
給
す
る
旨
を
規
定
し
て
お
く
と
よ
い

で
し
ょ
う
。

目黒区内小学生の作品    　　 考えよう　これからの日本　税の使途 　　目黒区内小学生の作品    　　 子供でも　しっかり知ろう　使い道 　　

【作者紹介】神谷一郎（かみや・いちろう）
専修大学法学部卒業後、漫画プロダクションを経て漫画家に。現在はフリーランスのイラストレーターとして、雑誌・
広告・水彩画挿絵等で活躍中。

７つの間違い探し
上の絵と下の絵には相違点が７か所あります。
見つかりますかな？（答えは10ページにあります。）
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１
ｇ
／
日
で
は
不
十
分
で
む
し
ろ
高
齢
者
の
高
タ
ン

パ
ク
質
食
は
サ
ル
コ
ペ
ニ
ア
︵
筋
肉
量
の
減
少
︑
筋

力
の
低
下
︶
の
発
症
リ
ス
ク
と
も
な
る
と
述
べ
て
お

ら
れ
ま
す
︒

フ
レ
イ
ル
予
防
に
有
用
な
栄
養
素
は
？

で
は
フ
レ
イ
ル
予
防
に
有
用
な
栄
養
素
は
何
で

し
ょ
う
か
？
研
究
に
よ
れ
ば
フ
レ
イ
ル
群
は
カ
リ
ウ

ム
︑
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
︑
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
群
︑
食
物
繊
維

の
摂
取
お
よ
び
非
緑
黄
色
野

菜
や
豆
類
の
摂
取
が
少
な

か
っ
た
と
の
こ
と
で
︑
ビ
タ

ミ
ン
や
ミ
ネ
ラ
ル
は
協
働
し

ま
す
の
で
︑
例
え
ば
骨
の
た

め
に
カ
ル
シ
ウ
ム
だ
け
熱
心

に
摂
ら
れ
て
も
骨
量
の
減
少

や
フ
レ
イ
ル
の
予
防
に
は
必

ず
し
も
有
用
で
は
な
い
よ
う
で
す
︒

ま
た
︑
食
物
繊
維
に
関
し
て
は
世
界

基
準
か
ら
み
て
も
厚
労
省
推
奨
量
で
は

不
足
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
︒
万
遍

な
く
食
材
を
摂
り
い
れ
た
り
毎
日
食
事

の
ご
用
意
が
苦
痛
だ
っ
た
り
す
る
方
の

場
合
︑
良
質
の
サ
プ
リ
メ
ン
ト
で
不
足

分
を
補
う
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て
﹁
加

齢
に
負
け
な
い
身
体
作
り
﹂
が
目
標
と

な
る
春
は
い
か
が
で
す
か
？

春
を
健
や
か
に
楽
し
む
に
は
‥

株
式
会
社
ｊ
ａ
ｓ
ｔ

会
長
安  

田  

祥  

子

春
を
寿
ぐ
神
々

ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
の
著
名
な
絵
画
の
一
つ
に﹁
プ

リ
マ
ヴ
ェ
ー
ラ
︵
春
︶﹂
が
あ
り
ま
す
︒
私
は
実
物

を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
ご
自
身
の
眼
で

ご
覧
に
な
っ
た
方
も
あ
る
で
し
ょ
う
︒
春
ら
し
く

薄
衣
を
纏
っ
た
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
美

し
い
神
々
を
描
き
春
の
訪
れ
を
表
現
し
て
い
る
と

も
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
︑
美
術
史
上
︑
最
も
難
解

で
謎
め
い
た
作
品
に
も
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
︒

日
本
で
春
を
寿
ぐ
神
は
佐
保
姫
だ
そ
う
で
︑
大

層
美
し
い
神
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒
春
大
地
は
桜
を

は
じ
め
と
し
て
花
々
や
木
々
に
彩
ら
れ
ま
す
の
で

春
を
司
る
神
々
も
輝
き
に
満
ち
て
い
る
の
で
し
ょ

う
︒
私
た
ち
ヒ
ト
も
明
る
い
陽
射
し
の
中
で
気
持

ち
が
高
揚
す
る
の
が
春
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒

ご
高
齢
の
カ
ッ
プ
ル
が
春
風
の
中
︑
軽
や
か
に

お
散
歩
を
な
さ
っ
て
い
る
姿
を
よ
く
見
か
け
ま
す
︒

人
生
１
０
０
歳
の
時
代
と
い
わ
れ
︑
90
歳
を
迎
え

る
方
も
女
性
で
は
５
割
近
く
お
ら
れ
る
現
代
社
会

に
あ
っ
て
︑
健
康
寿
命
を
延
ば
す
こ
と
は
急
務
で

し
ょ
う
︒
ス
マ
ホ
が
広
く
行
き
渡
り
︑
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な

ど
に
健
康
情
報
が
氾
濫
し
て
い
る
現
代
社
会
で
は

落
と
し
穴
も
あ
り
不
正
確
な
情
報
や
販
売
目
的
の

過
剰
効
果
を
喧
伝
す
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
︒

『
痩
せ
』や『
高
た
ん
ぱ
く
食
』の
誤
解

大
き
な
誤
解
の
一
つ
と
し
て
フ
レ
イ
ル
︵
加
齢

に
よ
っ
て
心
身
の
機
能
が
衰
え
る
状
態
を
指
す
言

葉
で
健
康
状
態
と
介
護
が
必
要
に
な
る
状
態
の
中

間
を
表
し
て
い
ま
す
︶
の
方
に
は
﹃
痩
せ
﹄﹃
タ
ン

パ
ク
質
摂
取
が
重
要
﹄
が
あ
り
ま
す
︒
果
た
し
て

そ
れ
は
正
し
い
の
で
し
ょ
う
か
？
日
本
有
数
の
健

康
長
寿
地
域
で
あ
る
京
丹
後
市
の
研
究
を
長
年
主

導
し
て
お
ら
れ
る
京
都
府
立
医
大
の
内
藤
裕
二
教

授
の
お
話
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
︒
教
授
は
フ
レ

イ
ル
の
４
大
リ
ス
ク
因
子
を
上
げ
て
お
ら
れ
ま
す
︒

➀
痩
せ
で
は
な
く
肥
満

➁
睡
眠
︵
時
間
で
は
な
く
睡
眠
の
質
︶

➂
運
動
︵
日
常
的
な
身
体
活
動
度
の
低
さ
︶

➃
環
境
︵
食
事
︑
薬
剤
︑
居
住
地
な
ど
︶

特
に
身
体
活
動
と
食
事
は
フ
レ
イ
ル
予
防
の
重

要
な
側
面
だ
そ
う
で
す
︒
ま
た
︑
高
た
ん
ぱ
く
食

に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
ら
れ
︑
厚
労
省
推
奨
の

お問い合わせ　
☎０３-６２６５-０２６３
HP http://www.jast1.jp

ｊａｓｔ健康相談室
ｊａｓｔロイヤルクラブ
ｊａｓｔファーストクラブ

株式会社ｊａｓｔ

康
健

切り取って、決算シールとしてお貼りください。

公益社団法人
目黒法人会会員

公益社団法人
目黒法人会会員

間違い探し『勧進帳・花道』の答え
①ちょうちんの数（左上）
②音符の向き（左上）
③竹（中上）

④弁慶のつづらの足の数（中央）
⑤帽子（左下）
⑥かげ（中下）
⑦ライトの数（右下）
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日時：	令和６年６月 10 日（月）午後４時～
場所：	ホテル雅叙園東京
議事：	令和５年度事業報告書・収支決算書承認の件

令和６年度事業計画書・収支予算書報告の件

上記についてのお問合せ・申し込みは事務局へ
Tel 03-3712-9588　Fax 03-3712-8829　E-mail:mg_info@tohoren.or.jp

　令和５年度　租税教室
油面小学校

日 付：令和 5年６月 10 日
講 師：高主 健司　舘 義彦
アシスト：石田 浩嗣　照井 淳矢

上目黒小学校
日 付：令和 5年６月 13 日
講 師：安藤 翔　舘 義彦
アシスト：石田 浩嗣　及川 貴裕　名取 潤　金井 優佳

第14回 通常総会　開催のご案内

宮前小学校
日 付：令和 5年６月 28 日
講 師：及川 貴裕　安藤 翔
アシスト：松尾 勇貴　岡村 勝也　長谷川 有香

八雲小学校
日 付：令和 5年９月８日
講 師：舘 義彦　安藤 翔
アシスト：及川 貴裕　名取 潤　金井 優佳

中根小学校
日 付：令和 5年 11 月 11 日
講 師：舘 義彦　名取 潤
アシスト：松尾 勇貴　名取 潤

烏森小学校
日 付：令和５年 12 月 19 日
講 師：松尾 勇貴　及川 貴裕
アシスト：松尾 勇貴　及川 貴裕　名取 潤

鷹番小学校
日 付：令和６年２月 17 日
講 師：舘 義彦　名取 潤
アシスト：及川 貴裕　長谷川 有香
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渋谷支社/
東京都渋谷区道玄坂1-10-8（渋谷道玄坂東急ビル3F）
TEL 03-5489-6800

東京中央支店/
東京都港区虎ノ門4-3-20（神谷町MTビル15F）
TEL 03-5401-8007




